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1 大阪府大阪市住之江区粉浜１丁目６番２６ 宅地 93.70 〇 最長3年間 随時 局 1統括 06-6949-6386

2 大阪府大阪市住之江区浜口東２丁目１０番２９ 宅地 224.07 〇 最長3年間 随時 局 1統括 06-6949-6386

3 大阪府東大阪市小若江１丁目４０６－１１ 宅地 76.49 〇 最長3年間 随時 局 2統括 06-6949-6388

4 大阪府東大阪市荒川３丁目６３－１７ 宅地 25.27 〇 最長3年間 随時 局 2統括 06-6949-6388

5 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目２５６－１０ 宅地 170.98 〇 最長3年間 随時 局 2統括 06-6949-6388

6 大阪府東大阪市衣摺４丁目３２５番２５のうち 宅地 46.49 〇 最長3年間 随時 局 2統括 06-6949-6388

7 大阪府東大阪市吉田３丁目１１９３番５ 宅地 51.77 〇 最長3年間 随時 局 2統括 06-6949-6388

8 大阪府大阪市西成区旭３丁目１２－２６のうち 宅地 174.41 〇 最長3年間 随時 局 3統括 06-6949-6616

9 大阪府大阪市西成区山王１丁目２４－１３ 宅地 211.90 〇 最長3年間 随時 局 3統括 06-6949-6616

10 大阪府貝塚市堀３丁目３４２番６４ 宅地 106.44 〇 最長3年間 随時 局 3統括 06-6949-6616

11 大阪府門真市桑才町３２３番 宅地 155.68 〇 最長3年間 随時 局 3統括 06-6949-6616

12 大阪府和泉市黒鳥町１６６６番２ 雑種地 149.48 ○ ○ 最長3年間 随時 局 3統括 06-6949-6616

13 大阪府枚方市渚栄町１４３２番６ 宅地 32.53 ○ 769,000 H22.1.6 ○ 最長3年間 随時 局 3統括 06-6949-6616

14 大阪府八尾市恩智中町２丁目７９番　外１筆 宅地
63.24

42.18の持分
1/5

〇 1,810,000 R4.12.16 〇 最長3年間 随時 局 4統括 06-6949-6131

15 大阪府大阪市旭区生江三丁目１００３番　外 宅地 323.45 〇 個別照会 随時 局 4統括 06-6949-6131

16 大阪府貝塚市堀３丁目３４２番７４　外２筆 宅地・雑種地 261.43 〇 個別照会 随時 局 4統括 06-6949-6131

17 京都府宇治市五ヶ庄野添５４番１１ 宅地 4208.43 〇 最長3年間 随時 京都 1統括 075-752-1421

18 京都府京都市左京区鞍馬本町９５５番２　外 宅地 10188.12 〇 最長3年間 随時 京都 2統括 075-752-1422

19 京都府舞鶴市字余部上小字余部上６２９番１
外２筆

雑種地外 852.49 ○ 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

20 京都府舞鶴市字松陰小字嶋崎１５番４　外４筆 宅地 3,218.86 ○ 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

21 京都府舞鶴市字浜小字浜２０２２番外地先 宅地 641.33 ○ 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

22 京都府舞鶴市字長浜小字長浜１０１７番１ 雑種地 5,187.99 ○ 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

23 京都府舞鶴市字浜小字浜２０３４番のうち 山林 883.40 ○ 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

24 京都府舞鶴市字浜小字浜２０３４番のうち 山林 41,263.91 ○ 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

25 京都府舞鶴市字浜小字浜２０３３番 宅地 6,590.42 ○ 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

26 京都府舞鶴市白浜台６８番１４１ 宅地 172.91 〇 個別照会 随時 舞鶴 統括 0773-63-3558

27 京都府舞鶴市白浜台６８番１４３ 宅地 193.45 〇 個別照会 随時 舞鶴 統括 0773-63-3558

28 京都府舞鶴市白浜第６８番１４６ 宅地 213.05 〇 個別照会 随時 舞鶴 統括 0773-63-3558

29 京都府舞鶴市字泉源寺小字知中１６１－９８
外７筆

宅地 4,635.69 〇 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

30 京都府舞鶴市字浜小字浜１５４８－１　外 宅地 979.83 〇 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

31 京都府舞鶴市字浜小字浜１５８９　外 宅地 2,518.56 〇 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

32 京都府舞鶴市字浜小字浜１５８９－３ 宅地 926.80 〇 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

33 京都府舞鶴市字北吸小字北宿ほか先　外 宅地 10,190.22 〇 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

34 京都府舞鶴市字余部上小字余部上６３４番２１ 宅地 150.02 〇 最長3年間 随時 舞鶴 統括 0773-62-3558

35 兵庫県神戸市西区南別府１丁目７番２ 雑種地 637.40 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

36 兵庫県姫路市大塩町字元録１９８５番８ 雑種地 1,334.49 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

37
兵庫県姫路市大塩町汐咲３丁目１２番２　外３
筆

宅地 1,840.37 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

38 兵庫県姫路市家島町真浦字網手ノ浜１９７８番
１

雑種地 951.01 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

39 兵庫県姫路市御立北２丁目９４６番７５ 宅地 577.23 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

40 兵庫県姫路市御立北２丁目９４６番８２ 宅地 381.57 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946
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41 兵庫県姫路市御立中４丁目１３４８番１１ 宅地 362.91 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

42 兵庫県姫路市別所町小林字田中８７番 宅地 434.79 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

43 兵庫県姫路市別所町小林字大石橋２１０番 田 2,185.00 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

44 高砂市北濱町西濵字塩濵1216-6、1216-7 雑種地 6,330.90 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

45 兵庫県明石市和坂３丁目２３４番２８ 宅地 55.62 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

46 兵庫県明石市和坂３丁目２３４番２６ 宅地 108.42 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

47 兵庫県相生市竜泉町２２７番１　外１筆 宅地 583.14 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

48 兵庫県相生市若狭野町入野字入鹿渕１１２６番
１　外６筆

宅地 1,520.02 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

49 兵庫県赤穂市浜市字中道３４２番８、３４３番７ 田 401.00 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

50 兵庫県赤穂市木生谷字西ノ山５２３番　外１筆 宅地 307.44 〇 最長3年間 随時 神戸 2統括 078-391-6946

51 兵庫県神戸市兵庫区北山町1番39　外1筆 宅地 169.43 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

52 兵庫県神戸市兵庫区氷室町２丁目３０番１５、１
番５３

宅地 48.19 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

53 兵庫県尼崎市長洲中通２丁目１６１番１ 宅地 82.34 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

54 兵庫県伊丹市東野１丁目７６番４　外２筆 宅地 111.22 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

55 兵庫県伊丹市口酒井１丁目１６０番６ 宅地 134.88 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

56 兵庫県伊丹市稲野町７丁目９番８、１０ 宅地 171.36 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

57 兵庫県豊岡市下鉢山字東２９２番 宅地 416.33 ○ 1,030,000 R4.12.16 ○ 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

58 兵庫県丹波市春日町中山２００番２ 雑種地 223.38 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

59 兵庫県多可郡多可町加美区丹治字上山５４６
番９７

山林 74.55 〇 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

60 兵庫県美方郡香美町香住区山手２８番　外1筆 宅地 469.51 ○ 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

61 兵庫県美方郡香美町香住区山手３４番 宅地 149.76 ○ 最長3年間 随時 神戸 3統括 078-391-6947

62 奈良県奈良市六条1丁目４２１番４　外４筆 畑外 1,472.03 〇 最長3年間 随時 奈良 管財課 0742-27-3164

63 奈良県北葛城郡広陵町大字萱野４９９番１ 田 534.46 ○ 8,500,000 H23.1.6 ○ 最長3年間 随時 奈良 管財課 0742-27-3164

64 奈良県奈良市半田開町７番１　外 宅地 10,826.58 〇 最長3年間 随時 奈良 管財課 0742-27-3164

65 奈良県五條市新町３―９９９―１９ 宅地 950.37 〇 最長3年間 随時 奈良 管財課 0742-27-3164

66 奈良県北葛城郡広陵町大字南字神田１２２番１
０

宅地 87.05 〇 最長3年間 随時 奈良 管財課 0742-27-3164

67 和歌山県海草郡紀美野町中田字中尾６５９番２ 宅地 605.52 ○ ○ 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

68 和歌山県和歌山市府中字御坊７８番６ 宅地 191.75 〇 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

69 和歌山県和歌山市府中字御坊７８番１７ 宅地 136.29 〇 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

70 和歌山県和歌山市府中字鳥居山３２４番１０ 宅地 163.17 〇 1,830,000.00 R4.12.16 〇 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

71 和歌山県和歌山市府中字鳥居山３２４番３２ 宅地 80.09 〇 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

72 和歌山県和歌山市関戸二丁目５８３番１１ 宅地 313.92 〇 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

73 和歌山県和歌山市雑賀崎字溜井谷１８７０番３ 宅地 216.61 〇 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

74 和歌山県和歌山市宇治藪下３５－３ 宅地 1,000.92 〇 個別照会 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

75 和歌山県海南市下津町方字元塩濱７０８番２ 宅地 40.48 〇 最長3年間 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

76 和歌山県岩出市西野字釘貫２０６－７ 宅地 1,364.67 〇 個別照会 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

77
和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅字東兀山２４
３０－９３

宅地 1,209.56 〇 個別照会 随時 和歌山 管財課 073-422-6144

78 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町字東谷７７５
番

宅地 311.30 ○ ○ 最長3年間 随時 大津 管財課 077-522-3768

79 滋賀県高島市今津町梅原字北代１１６０番３ 宅地 274.87 ○ 1,200,000 R3.12.17 〇 最長3年間 随時 大津 管財課 077-522-3768

（注）上記の記載事項は掲載時点のものであり、分合筆や物件調査等の結果、変更となる場合があります。

（※1）「買受参考価格」は、直近の入札の際に公告した最低売却価格（予算決算及び会計令臨時特例（昭和21年勅令第558号）第4条の15の規定に基づいて公告する予定価格をいう。以下同じ。）を掲載しています。
　　　　なお、一般競争入札等により売り払う場合には、別途最低売却価格又は予定価格を算定することとなるため、実際に売り払う場合の最低売却価格等と「買受参考価格」は大きく異なる場合があります。

（※2）「一時貸付け」は、貸付期間が3年以内の貸付けであり、例えば、コインパーキング（時間貸し・月極）、仮設事務所、各種イベント用地又は資材・車両置き場といった使用目的でご利用いただけます。

（※3）「3年を超える貸付け」は、貸付期間が3年超30年以内の貸付けであり、例えば、コインパーキング（時間貸し・月極）、仮設事務所、各種イベント用地又は資材・車両置き場といった使用目的でご利用いただけます。
　　　　ただし、10年超の貸付けについては、建物所有を目的とした使用はできません。

（※4）「事業用定期借地権の設定による貸付け」は、貸付期間が10年以上30年以内の貸付けです。


